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禁止行為規定遵守措置等に関する報告の概要（平成２２年度） 

１ 報告事業者 

東日本電信電話株式会社 代表取締役社長  江部 努 

西日本電信電話株式会社 代表取締役社長  大竹 伸一 

２ 報告年月日 

・東日本電信電話株式会社 平成 23 年 6 月 29 日 

・西日本電信電話株式会社 平成 23 年 6 月 30 日 

３ 報告概要 

(1) 条件の設定及び公表その他特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気

通信事業者の取扱いの同等性を確保するために講じた措置の内容 

 （電気通信事業法施行規則（昭和 60年郵政省令第 25号）第 22条の 7第 1号） 

イ 電気通信設備の設置又は保守 

「第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置又は保守」に関する条

件を接続約款に定め公表することにより同等性を確保。 

      （接続約款第 95条、第 95条の 2･3･4･5） 

ロ 土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用 

「第一種指定電気通信設備との接続に必要な土地及びこれに定着する建物その他の工作

物の利用」に関し、「コロケーションスペース、電柱、管路・とう道」についての条件を接

続約款及び「電柱・管路等の利用申込み及び契約条件等について」に定め公表することに

より同等性を確保。     （接続約款第 95条） 

ハ 情報の提供 

「第一種指定電気通信設備との接続に必要な情報の提供」に関する条件を接続約款に定

め公表することにより同等性を確保。 

     （接続約款第 98条、第 98条の 2、第 99条、第 99条の 2･3･4･6･7･8･9･10･11） 

なお、「第一種指定電気通信設備との接続に必要な情報」を下記ＵＲＬで開示しておりま

すが、コロケーション及びＤＳＬ回線に関する情報、光ファイバ関連情報、フレッツサー

ビス（ＩＳＰ事業者向け情報）については、「守秘義務契約」又は「相互接続協定」を締結

している電気通信事業者に対して、ＩＤ及びパスワードを払い出した上で閲覧可能として

いる。 

◇ＮＴＴ東日本：http://www.ntt-east.co.jp/info-st/index.html 

◇ＮＴＴ西日本：http://www.ntt-west.co.jp/open/index.html 
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ニ 電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ若しくは代理又は業務の受託 

「電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ若しくは代理又は業務の受託」に関

し、以下のとおり実施している。 

① 利用契約締結 

条件を接続約款に定め公表することにより同等性を確保。 

           （接続約款第 68条(10)） 

② 他社商品販売・取次等 

収支が相償わない場合や自社商品と競合する場合を除き、次の考え方により実施して

おり、これを公表（平成 11年 7月 1日）することにより同等性を確保。 

ア 販売・取次 

ⅰ．販売手数料 

販売手数料は、１件あたりの販売手数料単金に、販売件数を乗じて算定する額とする。 

販売手数料＝販売手数料単金×販売件数 

ⅱ．販売手数料単金 

この場合、委託者の提示する販売手数料単金が、次の条件を満たしていれば受託する。 

販売手数料単金≧社員１人１分あたりの作業単金×当該受託商品の販売に係る稼働時分 

イ 問い合わせ対応・アフターフォロー 

ⅰ．手数料 

手数料は、１件あたりの受付又は訪問に係る手数料単金に、受付又は訪問件数を乗じて算定

する額とする。 

手数料＝手数料単金×受付又は訪問件数 

ⅱ．手数料単金 

この場合、手数料単金が、次の条件を満たしていれば受託する。 

手数料単金≧社員１人１分あたりの作業単金×１受付又は１訪問あたりの受託商品に係る

問い合わせ対応・アフターフォロー稼働時分 

（注）「社員１人１分あたりの作業単金」は、接続約款に規定している他事業者との取引に

使用している作業単金をベースとした他事業者に共通の単金とする。 

③ 債権譲受・料金回収及び料金請求回収代行の条件を接続約款に定め公表すること 

 により同等性を確保しております。 

     （接続約款第 68条(4)(5)(6)、第 80条、第 81条、第 90条）
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④ 他社商品料金回収代行 

次の考え方により実施しており、これを公表（平成 12年 7月 10日）することにより

同等性を確保。 

 回収代行手数料：1 件あたりの単金に、取り扱い件数を乗じて算定する額とする。 

 ● 平成 14年 4月に回収代行手数料の見直しを行い、これを公表（平成 14年 4月 17日）。 

「単金型」と「料率型」の２種類の料金プランのうちいずれかを事業者が選択する。 

【単金型】 1件あたり 150円 ※１1 

※1 単金型の場合、1 事業者 5,000 件/月を超えた場合、超えた件数についての手数料は 85 円/件とする。 

【料率型】 

一件あたりの平均請求額 手数料額 

0～1,000 円 請求金額の 30 ％ ※2 

    1,001～2,000 円 請求金額の 10 ％ 

    2,001～5,000 円 請求金額の 5 ％ 

5,001 円～ 請求金額の 3 ％ 

※2 料率型の場合の 1 件あたりの最低手数料額は 85 円とする。 

● 平成 20 年 6 月に回収代行手数料プランの追加を行い、これを公表（平成 20年 6月 25日）。 

従来からの「単金型」と「料率型」に加えて、以下の条件すべてに該当する場合、「新単金型」 

の料金プランが選択可能。 

①該当の回収代行商品について、NTT東西が販売受託契約している。 

②該当の回収代行商品の支払い方法について、NTT東西が回収代行として口頭受付している。 

【新単金型】 1 請求書あたり 50 円 ＋ 1 事業者あたり月額 27 万円 

 ● 平成 21年 10月に回収代行手数料プランの追加を行い、これを公表（平成 21年 10月 14日）。 

  従来からの「単金型」と「料率型」及び「新単金型」に加えて、以下の条件すべてに該当する場合、「新料

率型」の料金プランが選択可能。 

  ①該当の回収代行商品について、NTT東西が販売受託契約している。 

  ②該当の回収代行商品の支払方法について、NTT東西が回収代行として口頭受付している。 

  ③該当の回収代行商品の請求依頼について、1請求番号につき請求内訳 1項目とする。 

     【新料率型】 

  1件あたりの平均請求金額の 3.0 ％／1 請求内訳あたり（50，000行／月まで） 

  1件あたりの平均請求金額の 2.5 ％／1 請求内訳あたり（50，001行／月以降） 
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⑤ 料金請求書同封 

料金請求を NTT東西に委託している事業者であれば、次の内容により実施することと

しており、同等性を確保。 

また、マイライン事業者協議会リーフレット同封の際に、同協議会において関係事業

者の費用算出のために、次の内容を開示(平成 14年 2月)している。 

1 回あたり、（70,000 円 + 0.9 円 × 同封数）× 1.1 

なお、料金請求に関連する内容を当該会社利用分のある利用者に限って実施するものであり、手数

料については、最低取扱件数（50 万件）を設定し、これを下回る場合については、当該件数見合いの

手数料を支払うことを条件とする。 

 

(2) 公表された条件によって実施した事項の実施状況 

        （電気通信事業法施行規則第 22条の 7第 2号） 

イ 第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置又は保守 

① 自前工事 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
40 社 

（  5,011 件） 

1 社 

（   861 件） 

39 社 

（  4,150 件） 

西 
41 社 

（  8,614 件） 

1 社 

（  1,225 件） 

40 社 

（  7,389 件） 

② 受託工事 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
7 社 

（    60 件） 

1 社 

（    22 件） 

6 社 

（    38 件） 

西 
8 社 

（    33 件） 

1 社 

（    1 件） 

7 社 

（    32 件） 
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ロ 第一種指定電気通信設備との接続に必要な土地及びこれに定着する建物その他の工

作物の利用 

① コロケーションスペース 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
17 社 

（  2,278 架） 

1 社 

（  283 架） 

16 社 

（  1,995 架） 

西 
23 社 

（  1,803 架） 

1 社 

（  80 架） 

22 社 

（  1,723 架） 

② 電柱 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
103 社 

（  111,958 本） 

1 社 

（  94 本） 

102 社 

（  111,864 本） 

西 
111 社 

（  209,606 本） 

1 社 

（  24 本） 

110 社 

（  209,582 本） 

         ※ 一般賃貸を含む 

③ 管路・とう道 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
11 社 

（      51.9 km） 

1 社 

（      13.8 km） 

10 社 

（      38.1 km） 

西 
24 社 

（   99.1 km） 

1 社 

（   1.6 km） 

23 社 

（   97.5 km） 

         ※ 一般区間を含む 

ハ 第一種指定電気通信設備との接続に必要な情報の提供 

① ＩＤ、パスワードを払い出している事業者数 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 518 社 1 社 517 社 

西 257 社 1 社 256 社 
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② お客さま情報照会書作成 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
6 社 

（  148,050 件） 

1 社 

（  143,483 件） 

5 社 

（    4,567 件） 

西 
7 社 

（  117,175 件） 

1 社 

（  113,743 件） 

6 社 

（  3,432 件） 

③ みなし契約者に関する宛名情報提供 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
3 社 

（ 4,987 千件） 

1 社 

（ 3,042 千件） 

2 社 

（ 1,945 千件） 

西 
4 社 

（ 4,486 千件） 

1 社 

（ 2,685 千件） 

3 社 

（ 1,801 千件） 

ニ 電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ若しくは代理又は業務の受託 

① 利用契約締結 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
3 社 

（  1,227 千件） 
1 社 2 社 

西 
4 社 

（  1,643 千件） 
1 社 3 社 

② 他社商品販売・取次等 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
46 社 

（  135 商品） 

1 社 

（  31 商品） 

45 社 

（  104 商品） 

西 
52 社 

（  195 商品） 

1 社 

（  31 商品） 

51 社 

（  164 商品） 

③ 債権譲受・料金回収 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
9 社 

（ 152,573 百万円） 

1 社 

（ 98,798 百万円） 

8 社 

（ 53,775 百万円） 

西 
9 社 

（ 152,427 百万円） 

1 社 

（ 99,398 百万円） 

8 社 

（ 53,029 百万円） 
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請求回収代行 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
2 社 

（   1,922 件） 

1 社 

（   1,212 件） 

1 社 

（   710 件） 

西 
2 社 

（   1,116 件） 

1 社 

（   742 件） 

1 社 

（   374 件） 

 

   ④ 他社商品料金回収代行 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
83 社 

（  265 商品） 

1 社 

（  2 商品） 

82 社 

（  263 商品） 

西 
71 社 

（  253 商品） 

1 社 

（  2 商品） 

70 社 

（  251 商品） 

 

⑤ 料金請求書への同封 

項 目 総  数 特定関係事業者 左記以外の事業者 

提供対象事業者数 

東 
2 社 

（    14 回） 

1 社 

（    2 回） 

1 社 

（    12 回） 

西 
2 社 

（    14 回） 

1 社 

（    2 回） 

1 社 

（    12 回） 
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(3) 公表された条件によらないで実施した場合の理由、条件及びその実施状況 

        （電気通信事業法施行規則第 22条の 7第 3号） 

イ 電気通信設備の設置又は保守 

「第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置又は保守」に関する事

項として、公表された条件によらないで実施したものはない。 

ロ 土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用 

「第一種指定電気通信設備との接続に必要な土地及びこれに定着する建物その他の工作

物の利用」に関する事項として、公表された条件によらないで実施したものはない。 

ハ 情報の提供 

「第一種指定電気通信設備との接続に必要な情報の提供」に関する事項として、公表さ

れた条件によらないで実施したものはない。 

ニ 電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ若しくは代理又は業務の受託 

「電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ若しくは代理又は業務の受託」に関

する事項として、公表された条件によらないで実施したものはない。 

 


